
目　　　次

１．　はじめに～「減災」社会を目指して
２．　日本と西欧の自然と生活文化の原点
　２．１　地理的条件
　２．２　基礎的精神文化
３．　日本と西欧の災害観
　３．１　日本の自然観と災害観
　３．２　西欧における災害観
４．　東日本大震災からの復興を問う
　４．１　大災害の発生周期
　４．２　『復興への提言』（東日本大震災復興構想会議）

について
５．　おわりに～これからどのような災害観に生きるべ

きか

１．　はじめに～「減災」社会を目指して

　２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災は，
いまだ記憶に新しいが，引き続いて「南海トラ
フ巨大地震」１）の発生が切迫しているという警告
が発せられ，防災基本計画２）や災害対策基本
法３）の改正，減災（Disaster & Risk reduction）４）

のための社会システムの整備が焦眉の急として
推進されている。それに伴って国民の緊張感も
高まり，自主防災活動は，あたかも国民運動の
様相を呈しているといって過言ではない。都道
府県５）や基礎自治体の防災担当部署と町内会，

自治会，地域の有志（防災士等）が協働して，
自主防災組織の設立，ハザード・マップの作
成，防災備品の購入や防災訓練の実施などに精
力的に取り組んでいる。
　しかし，第二次世界大戦後の自由主義や個人
主義教育，メディアの発達等により，人生観や
社会観に関わる道徳や倫理，行動規範などの価
値観が多様化している現代日本にあって，地域
住民が心を一つにして「来るべき不幸＝大災害」
に立ち向かおうという合意に達することは，か
なり難しい。防災は，現代社会の共通善（com-
mon good）であることに異論はないとはいえ，
有無を言わさず地域住民のすべてに防災活動へ
の参加を強いるような，あたかも戦時中の「隣
組」的発想６）では，目指すべき２１世紀型の相互
扶助（共助）社会と地域防災力の向上は，決し
て実現しないことを肝に銘じておくべきである。
　筆者は，拙稿『地域防災プラットフォーム構
想～災害時に地域のすべての人びとが力を合わ
せて生きるために』（広島経済大学研究論集第３５
巻４号２０１３．０３．３１所収）において，町内会や自
治会，小学校区コミュニティなどの伝統的住民
組織と現代の自主防災組織の根本的な理念の違
いについて論じ，「伝統的住民組織が，２１世紀型
の明日の危険に備える危機管理システム（減災
社会）へ転換することは，日常と非日常を逆転
させることであり，決して容易ではない。しか
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し，この機を逃しては，２０世紀後半に，多くの
国民が見失ってしまった生活の場としての地域
共同体において，住民が手を携えてお互いの命
を守ること（共助）ができないままではないか」
と主張した。その考え方は，２０１３年３月に発行
された『広島県自主防災組織活性化マニュアル』
に生かされている。
　本稿は，その続編として，筆者の日ごろの地
域防災活動活性化に向けた諸活動７）と，災害対
策基本法改正によって新たに定められた「基本
理念（第２条の２）」８）をベースに，地域防災活
動の精神的基盤となる日本人の災害観と防災文
化について考察する。（註：本稿において，「災
害」とは，特に断りのない限り，「自然災害」を
指すものとする。）
　なお，災害情報論において，しばしば強調さ
れる「人間は，正しい情報が与えられれば正し
い行動を行うことができる」という合理的人間
観が，必ずしも，わが優しき「瑞穂の国」の国
民の人間観や人生観ではなく，ましてや，今後
の防災政策の絶対的指針のひとつとすることへ
の疑念が，筆者の意識の基底に通奏低音のよう
に流れていることを前もって付言しておきたい。
　第２章では，日本人の生活文化の原点を振り
返る。第３章では，日本と西欧の災害観と災害
文化を比較検討する。第４章では，東日本大震
災からの復興のあり方を問いつつ，日本人の災
害観と災害文化の形成過程について理解を深め，
おわりに，第５章では，これからの防災活動と
政策はどのような意識のもとで進められるべき
かについて述べる。

２．　日本と西欧の自然と生活文化の原点

２．１　地理的条件

　現生人類は，２０万年以上前に地球上に出現
し９），日本列島に住みはじめたのは，最終氷河
期のおわりである３万年ほど前といわれる１０）。
環太平洋地震帯に位置する日本列島での生活は，

完新世の気候最温暖期による地球温暖化もあっ
たが，火山活動や地震，急峻な脊梁山脈による
河川氾濫など厳しい自然条件との共生のなかで
営まれてきた。
　オギュスタン・ベルク（１９８８）は「歴史は風
土を通じてしか成立しない。つまり，歴史性と
風土性は相互に構成しあっている。したがって
また風土を自然条件のみに還元して，歴史から
切り離すわけにもいかない」１１）と述べる。また，
和辻哲郎（１９７９）は「人間が己れの存在の深い
根を自覚してそれを客体的に表現するとき，そ
の仕方はただ歴史的にのみならずまた風土的に
限定せられている。かかる限定をもたない精神
の自覚はかつて行われたことはなかった」１２）と
いう。そして，わが国のようなモンスーン気候
においては，湿潤な気候が，自然の恵みと暴威
の両方を齎すという特徴から，自然に対する基
本的なスタンス（自然観）が「受容的かつ忍従
的」になったという指摘には，筆者も，日本人
のひとりとしておおいに納得させられるところ
である（表１）。筆者なりに言い換えれば，「日
本の風土は，自然の偉大さに対する畏敬と，自
らではいかんともしがたい宿命に弄ばれる人間
の存在と命のはかなさ（諦念）の並存である」
といえよう。これは決して，いわゆる環境決定
論に傾斜した発想ではない。
　特に，わが国の自然と人間との関係は，弥生
時代以降の農耕社会における自然との相互関係
から培われた。洪水や火山噴火，地震などの災
害は，到底，人間の力によって阻止できるもの
ではないが，一方で，河川の氾濫によって豊か
な養分を含んだ良好な農耕地が提供されてきた。
もちろん，災害の頻発を予定するからこそ，家
屋は，近代まで，ほとんどが木材や土を使った
栖（せい）１３）であり，仮の巣作りの場所であっ
た。また，八百万の神々が山川草木に宿り１４），
そのようなアニミズム的自然観は，現代人の深
層心理にも深く根づいており，「受容と忍従」に
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よる自然との共生１５）の思想は，西欧近代化の真
中にあっても，不滅の国民文化として脈々と引
き継がれてきた。
　災害は，人間社会が自然環境の変化に適応で
きない時に生じる。災害史とは，自然の側から
の人間社会破壊の歴史である。地球上のそれぞ
れの地域における自然と人間の関係性によって，
特有の自然観が育まれ，災害観が形成される。
　『風土』によれば，西欧（和辻は，西欧の気候
風土を「牧場」に例えた）では，災害はほとん
ど発生しないし，夏は乾季であり，わが国のよ
うに農耕において雑草と格闘する必要がない。
従って，人間は，自然を自らの意思によって支
配し，容易に改変することができる。このよう
な地域に住む人々の自然観は，合理的精神と自
然科学により生活の改善を行う「合理的で穏健」
なものであるとしている。

２．２　基礎的精神文化

　弥生時代になると，わが国には，朝鮮半島を
経由して多くの北方系民族が渡来，コメや金属
の道具が伝えられた。彼らは先住の縄文人と混
血して，九州北部から瀬戸内，近畿にかけて広
く居住し，稲作を中心とした集団生活１６）を行っ
た。さらに，古墳時代の中ごろ（５～６世紀），
北方系モンゴロイドが陶器や製鉄の技術を伝え，
これらの新しい技術による生産と人口の増加に
よって，小集団の統合が活発に行われるととも
に，カリスマ的リーダーに権力と富が集中する
古代国家の時代が始まる１７）。

　このような多様な渡来人や異民族との融和の
基本精神として，先史時代から自然にたいする
「受容的かつ忍従的」な精神によって育まれてき
た文化が『和（やわらぎ）』の思想（厩戸皇子＝
聖徳太子）として結実したのではなかろうか。
いわば「異質なものと共存する力」である。ま
さに，「日本の古層」（丸山真男）であろう。表
２のとおり『十七条の憲法』（６０４）では，「以和
為貴」は，「篤敬三寳」（仏・法・僧）より前に
挙げられていることは重要である。
　また，わが国のような狭隘な国土においては，
現実として，さらに農耕や生活に適した好立地
への集団移住は容易でないし，鎌倉時代以降の
封建制による土地を前提（媒介）とした統治シ
ステムと荘園制度の崩壊に伴う寺院による檀家
制度１８）の普及によって，国民は，ひとところに
定住する生活文化（「先祖伝来の土地」という思
想は，現在も根強い）が生まれたものと考えら
れる。
　一方で，西欧では，Golden Rule（黄金律）に
代表される愛他的思想が育まれた。旧約聖書時
代の激しい地球活動期から一転して，キリスト
生誕以降の温暖な気候に恵まれた広大な平野に
暮らす人々にとっては，必ずしもわが国のよう
な日常生活維持のための緊密な相互協力を必要
としなかった。しかし，地勢的に，しばしば侵
入してくる凶暴な異民族や異教徒に対して，す
べての住民が城（「まち」そのものが強固な城壁
に囲まれている。いわば，ポリスの伝統である）
に立て籠もり，自他の命を守るための「愛他的
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表１　日本と西欧の生活文化の原点（『風土』和辻哲郎より）

西　　　欧日　　　本

・牧場型（湿潤と乾燥）
　　自然が人間に対して従順である

・自然観～自然は征服すべき対象
・人間の存在の仕方
　　合理的で穏健
　　個人主義的（自助・共助）

・モンスーン型（暑熱と湿気との結合）
　　自然の恵み→受容的（謝恩的）
　　自然の暴威→忍従的
・自然観～共生
・人間の存在の仕方
　しめやかな激情，戦闘的な恬淡
　権力依存的（公助への期待大）

地理的条件



かつ慈悲的」な統一行動（これが「公共」の発
明に繋がったといわれる）が求められた。

３．　日本と西欧の災害観

３．１　日本の自然観と災害観

３．１．１　災害の社会的意味，個人的意味

　先にも述べたように，古来，日本列島に住む
先人たちは，圧倒的な大自然の猛威を前にして，
自らの存在の意義，はかない生の意味を問い続
けてきたに違いない。
　西川　治（２００２）は，（寺田寅彦の影響を受
けたと思われるが）「鳥獣や昆虫は鑑賞の対象と
もなれば，作物を荒らす敵ともなる。雪霜はい
うに及ばず，長雨の情緒は洪水の恐怖となる。
（中略）日本の自然風土は季節の変化，土地柄の
差異も厳しく，ふだんは慈母のように優しく，
時には厳父のように厳しいからである。（中略）
その結果，荒ぶる神を畏怖する姿勢と，和御
魂１９）に甘える心がともに培われ，マナイズム２０）

とアニミズムの共存を許す，矛盾にも寛大な精
神風土が生まれた」２１）と述べている。
　災害は，現代の高度な科学技術や知見をもっ
てしても，到底，人智の及ばぬ地球イベントで
あるが，歴史的には，まさに天命２２）や運命２３）

であり，不可抗力２４）であった。災害による惨

禍・破局に際して，国民がやり場のない悲しみ
や辛さを，時の権力者や為政者の悪政や懈怠へ
の怒りに転嫁する（「天譴」２５）と考える）こと
は，想像に難くない。中国の漢代には「政治の
よしあしに対して天が感応して禍福をくだす」
とする「天人感応（相関）説」２６）が唱えられて
いる。「天人感応説」と「天譴論」は，表裏一体
の思想である。
　江戸時代に入ると，幕政改革２７）により苛酷な
生活を余儀なくされた庶民の不満が，災害の発
生を起爆剤にして，一揆や打ちこわしに発展す
ることもしばしばであった。このような他者へ
の責任転嫁による「悲劇性の減殺」は，失われ
た対象（対象喪失）を断念して，「悲哀」を乗り
越え，新しい生活のありようを模索していくプ
ロセス（『喪の作業』２８）といわれる）にとって，
有効な心理的作用のひとつでもあったと考えら
れる。
　なお，わが国において，災害発生時に「天譴」
されるべきは，天皇から授権された為政者（征
夷大将軍など）である。このことに関連して山
折（２００４）は，天皇権威と政治権力の二重構造
について論じ「天皇の権威が政治の権力からい
つも相対的に自立していたことが重要ではない
だろうか」と述べている２９）。東日本大震災直後，
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表２　日本と西欧の基礎的精神文化

西　　　欧日　　　本

Golden Rule（黄金律）
「何事でも人々からしてほしいと望むこ
とは，人々にもそのとおりにせよ」

マタイによる福音書７章１２節
ルカによる福音書６章３１節
（世界大百科事典　第２版）

『和（やわらぎ）』の思想（十七条憲法）
一曰，以和爲貴，無忤爲宗。人皆有黨。
亦少達者。以是，或不順君父。乍
違于隣里。然上和下睦，諧於論事，
則事理自通。何事不成。

二曰，篤敬三寶。々々者佛法僧也。則
四生之終歸，萬國之禁宗。何世何
人，非貴是法。人鮮尤惡。能敎従
之。其不歸三寶，何以直枉。

三曰，承詔必謹。君則天之。臣則地之。
天覆臣載。四時順行，萬気得通。
地欲天覆，則至懐耳。是以，君言
臣承。上行下靡。故承詔必愼。不
謹自敗。

・・・・・・・　　　　（日本書紀）
註：下線は，筆者。

基本思想



病躯をおして被災地に足を運び，緊急避難所で
膝をついて被災者を見舞い，津波で破壊された
桟橋から海に向かって合掌される天皇皇后両陛
下のお姿に，被災者のみならず国民の多くが心
の平安と感謝の感情を抱いたものだ。時間と論
理を超え，天皇の存在は，わが国のゆるぎない
国民文化として継承されていると感じる。
３．１．２　終末論と世直し期待論

　社会が，政情不安や天変地異によって混乱す
る時代には，神（超越者）の審判や救済に救い
を求めようとする思想が，世界中の宗教に見ら
れる３０）。
　わが国では，平安時代後期から鎌倉時代への
政治的大変革期に『吾妻鏡』３１）に記録されてい
るように大きな地震が頻発した（鎌倉大地震）。
その後も，天変地異はひっきりなしに続き，江
戸時代に入ると，富士山や浅間山の噴火，各地
の大火災，そして三大飢饉（享保，天明，天保）
の発生によって，「終末論」３２）が盛んに喧伝され
た。１７世紀末ごろからは「世直し」３３）という語
も使われ始め，「太平の世に人々が私利私欲に
走ったことを戒める」自戒的な思想も瞽女（ご
ぜ）３４）たちによって語られた。後に述べる関東
大震災時の国民感情にも相通じるものがある。
　ところで，科学的には証明されていないが，
大きな地震の前触れとして，地鳴りや地下水・
温泉・海水等の水位変動，水質の変化，動物の
異常行動などの宏観異常現象３５）が発生すると言
われている。鎌倉時代の暦にも「地震の虫」が
描かれ，『愚管抄』３６）には「文治地震（１１８５年）
は，（平）清盛が龍になって起こした」と記され
ている。また，人口に膾炙している「ナマズが
大地震を起こす」という俗説は，豊臣秀吉に始
まる３７）とされるが，江戸時代の中盤には，庶民
の間に広まり，鯰絵３８）が盛んに描かれた。『鯰
絵～震災と日本文化』（１９９５）には「当時世界最
大の大都市となった江戸には，権力と結んだ豪
商たちがはびこり，都市民の生活を圧迫してい

た。江戸市民の鬱積していた怒りが，大地震を
起こす鯰男のイメージに投映していたことは，
鯰絵のいくつかの図柄から想像される」３９）とあ
る。
　さらに，人間は，災害や事故などの惨事を期
待する残虐な心情をどこかに持っているという
指摘がある。広瀬弘忠・中島励子（２０１１）は，
この傾向を「ウエイティング・ディザスター」
と呼び「人間は，台風や地震などの災害には，
長年の間出合ってきている。そのため地震や台
風を恐れると同時に，どこか親しみを持つ人も
いる。（中略）このような旧知の知人に対するよ
うな感覚をオールド・ディザスター感覚と呼ん
でいる」と述べる。鯰絵の流行にも，そんな不
条理な感覚が影響したのではないだろうか。そ
のうえ，当時の世直し論や鯰絵には「火事と喧
嘩は江戸の華」と謳われた新興都市江戸市民特
有の「洒脱な刹那性」ともいえる精神性が具象
化されているように思える。
３．１．３　和魂洋才

　明治維新（１８６７）によって，「人間の力で自
然を克服せんとする努力が西洋における科学の
発達を促した」４０）といわれる進歩思想（西欧近
代化）が，数千人にものぼるお雇い外国人に
よって直輸入され，わが国の政治，経済，社会，
文化は，短期間にめざましい変化・発展を遂げ
た。『明治の群像』４１）たちが夢見た「和魂洋才」
が花開き，「殖産興業」によって「脱亜入欧」
が叶ったのである。
　そして，第一次世界大戦の終戦からまだ日の
浅い１９２３（大正１２）年９月１日，死者・行方不
明者約１０万５千人，家屋の全壊約１０万９千棟，
焼失約２１万２千棟という関東大震災（M７.９）が
発生した。特筆すべきは，この大災害に際して，
大正デモクラシーを経て，漸く西欧的近代国家
の国民としての「自我に目覚めた」というには
いささかおこがましいが，多数の国民が，当時
の社会風俗や放埓になっていた日常生活にたい
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する（自己）批判的な声をあげたことである。
　石橋克彦（１９８４）は「震災後，これを天罰だ
とする天譴論（筆者註：従来の天譴論と区別す
る意味で「天罰論」と呼ぶ）が広く唱えられた。
大戦景気で贅沢三昧の成金，暴利をむさぼる悪
徳商人，政争に明け暮れる政治家などに鉄槌が
くだったというものもいたが，相次ぐ戦勝で日
本人全体が傲慢になっていたからだとするもの
や，大正デモクラシーのなかで花開いた芸術や
思想も槍玉にあげて，人々が奢侈淫逸に堕した
ためだと説くものもいた。十一月には，贅沢や
危険思想をいましめ質実剛健の気風を発揮せよ
という「国民精神作興ニ関スル詔書」が発せら
れ，精神主義が強調された」４２）と簡潔に要約し
ている。
　また一方で，寺田寅彦が「〇国や△国よりも
強い天然の強敵に対して平生から国民一致協力
して適当な科学的対策を講ずるのもまた現代に
ふさわしい大和魂の進化の一相として期待して
しかるべきことではないかと思われる」４３）と指
摘したように，科学的合理主義に導かれて，わ
が国が「災害と闘う（封じ込めようとする）」積
極性発想を持ち始める契機にもなった災禍で
あった。
　東日本大震災直後の２０１１年３月１４日，石原慎
太郎東京都知事（当時）は「津波を利用して我
欲を洗い流す必要がある。日本人のアカをね。
やっぱり天罰だと思う。被災者の方々はかわい
そうですよ」と発言し，「未曾有の事態におい
て，不謹慎な発言である」とマスメディアから
痛打されたことは記憶に新しい。石原発言は，
現代の際限のない豊かさの謳歌と自由主義や個
人主義をエクスキューズにした度を越したエゴ
イズム的風潮について（文化人としての）憂慮
を表明したものであろう。筆者は，決して不謹
慎発言とは感じなかった。２１世紀の東日本大震
災においても，関東大震災時と同じような心情
を抱く人々がいたことは，心に留めておきたい。

３．１．４　「減災」政策の導入

　国防のため（敵に国の弱みを握らせない）と
いう理由で，大災害の発生４４）すら報道管制され
た第二次世界大戦が終わり，１９４５年９月から連
合国軍最高司令官総司令部（GHQ: General 
Headquarters）による占領統治が開始された４５）。
GHQは，わが国のさまざまな統治機構改革や国
民文化への介入を行ったが，１９４７（昭和２２）年
１０月１８日公布，同月２０日に施行された災害救助
法については，「新法においては，災害の発生地
の地方公共団体が住民の救助の実際を担い，国
は都道府県の要請に基づいて救助命令を出すこ
とができるとされている。GHQがあらゆる戦後
日本のあらゆる立法で最も留意した地方に対す
る国家権力の介入の排除は，災害救助法におい
ても明確に規定されていることがわかる」４６）（中
央防災会議『１９４７カスリーン台風報告書』災害
教訓の継承に関する専門調査会）と記述されて
いるばかりであり，肝心の防災そのものにたい
する姿勢は，一切明らかではない。
　戦後，猛スピードでアメリカ資本主義体制に
倣ったわが国では，矢継ぎ早な国土総合開発や
都市再開発事業，都市インフラ整備，大規模土
木工事等の推進によって，中小の災害は相当封
じ込められた。そのうえ，伊勢湾台風（１９５９年
９月２６日）により死者行方不明者５,０９８人を出し
たのを最後に，阪神淡路大震災（１９９５年１月１７
日，死者行方不明者６,４３７人）までの約３６年間，
国内では，死者・行方不明者が１千人を超す大
災害は発生しなかった。そのような地学的平穏
は，わが国の戦後復興や経済発展に大きく寄与
したが，一方で，国民の防災意識は著しく低下
し，災害の発生に関して，（自らの災害に対する
備えを棚上げにして）公共的防災設備やシステ
ムの不備，自治体の防災担当部署の未熟や職務
怠慢などを指弾する公的責任論（「人災論」）が
幅を利かす世相になっていった４７）。
　ところで，浦野正樹（２００７）に引用された
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『戦後の災害研究の系譜と展開』（秋元律郎／
１９８２）４８）によれば，アメリカにおける災害研究
は，第一期（１９４０年代－１９５０年代初頭）「戦略
爆撃調査」（米国戦略爆撃調査団報告書『日本戦
争経済の崩壊』）に始まり，第二期（１９５０年代中
葉～）「災害時の人間の心理的反応と行動の分
析」（パニック・リーダーシップ・役割葛藤・
集合行動，心理的不適応現象）の研究，第三期
（１９６０年代～）「災害時の組織対応とコミュニ
ティ変動」の研究，第四期（１９７０年代～）「災
害予知の可能性と政策との対応」の研究へと深
化した。その成果として，１９７９年には，災害対
応の専門部署である連邦緊急事態庁（FEMA: 
Federal Emergency Management Agency of the 

United States）が設置された。FEMAは，１９９３
年，クリントン大統領によって組織の強化が図
られ，１９９４年１月１７日に発生したノースリッジ
地震（ロサンジェルス市）では，被害の拡大抑
止や軽減に大きな力を発揮した。しかし，２００１
年９月１１日の同時多発テロによって，「テロや
災害などすべての国家危機の完全封じ込め」と
いう方針に転換，「FBI，CIA，軍の諜報機関等
の多数の連邦政府機関の収集した情報が相互に
連携することがなかったために９.１１事件を未然
に防ぐことができなかった」という認識４９）に
たって，２００２年１１月，国土安全保障省（DHS: 
U. S. Department of Homeland Security）を新設
し，FEMAもその管轄下に組み込まれた５０）。
　わが国では，ノースリッジ地震のちょうど１
年後に発生した阪神淡路大震災（１９９５年１月１７
日）によって，国家的な防災体制確立の必要性
が認識されるとともに，FEMAに倣って「前災
害期における十分な備えや緊急社会システムの
整備等」の「減災」対策を強化することになっ
た。そして，被災者生活再建支援法の制定
（１９９８），内閣危機管理監（内閣官房）（１９９８），
内閣府特命担当大臣（防災担当）（２００１）の設置
にあわせて，国民の自助・共助・公助の精神の

涵養や自主防災組織結成と活動の促進，ボラン
ティアの法制度化（NPO法制定など），企業の
事業継続計画（BCP）策定等の諸政策が順次導
入された。
　阪神淡路大震災を契機にした，わが国の防災
対策の転換（「災害の封じ込め」から「減災」政
策へ）とアメリカの基本的な防災政策が逆転し
たかたちであることは，興味深い事実である。
３．１．５　東日本大震災による覚醒

　東日本大震災後，山折哲雄は次のように語っ
ている。（２０１１年３月２３日付日経新聞朝刊）

　日本列島に生きる人々は，こうした自然
の猛威や大量死と背中合わせに暮らしてき
た。永遠なものはなく，形あるものは滅び
るという死生観や無常観も培われた。古典
をざっと見渡すとわかる。平家物語や太平
記に様々な死が克明に描かれている。奈良
時代の万葉集も， 挽  歌 の大半は事故死，行

ばん か

き倒れなどの異常死を扱っている。ところ
が戦後日本は無常という概念にふたをする
ように，死と正面から向き合うことを避け
てきた。

　思うに，戦後，国民が「死と正面から向き合
うことを避けてきた」のは，敗戦による焦土か
らの復興の時代に，それをあえて意識の外に追
いやって（封印して）「ひたすらに今日を生き
る」という切ない「生きざま」の結果であった
のではないだろうか。そして，２０世紀後半は，
世界の激動のなかで，図らずも追い風に乗って
「明日は，今日よりもっとよい日になる」という
右肩上がりの高度経済成長時代を迎え，豊かさ
のなかで「今を生きる」ことができた至福の
「ひととき」であった。東日本大震災によって，
あらためて「形あるものは滅びるという死生観
や無常観」に覚醒した国民にとって，この哀し
みを乗り越えて生きる道標は，いまだ見出せて
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いないのである。
　わが国のマスメディアは，原則としてニュー
ス報道において，死体（遺体）を取り上げない。
そこで，災害死の無惨さは，視聴者や読者の想
像力に任されている。いわば，マスメディアも
「死と正面から向き合うことを避けてきた」た
め，（直接，被害に遭遇したり，たまたま現認し
たりしない限り）大多数の国民にとって，災害
死は，テレビ画像や報道写真による『遠景の他
人事』である。もちろん，これはマスメディア
の一定の配慮であることは承知しているが，国
民の災害に対する「備え」や「覚悟」を曖昧な
ものにしている要因のひとつでもある。多様な
メディアが，それぞれの価値観で自由に情報を
発信できる高度情報社会に入って，このような
従来型の報道姿勢は，見直しが必要になってき
たのではないだろうか。また，マスメディアが，
発災後数年も経てば「周年行事」化してしまう
現状は，国民の「記憶の風化」，ひいては「防災
意識の希薄化」に強い関係性を持っている。
ジャーナリズムの役割のひとつとしてあげられ
る「災害の経験を正しく伝承し，防災文化を育
むことによって社会の防災力向上に資する」（社
会化）ため，一層の継続的な取り組みを期待し
たい。

３．２　西欧における災害観

　比較的災害が少ないといわれる西欧でも，過
去には幾多の災害が発生している。そのなかで
現在も語り継がれる象徴的な災害といえば，
ヴェスビオ火山の大噴火（７９，１６３１，１９４４），
ロンドン大火災（１６６６），リスボン大地震
（１７５５）であろう。
　イタリアのヴェスビオ火山は，７９年８月２４日
の大噴火により，火砕流でポンペイ市を，土石
流でヘルクラネウム（現エルコラーノ）を埋没
させた。１６３１年１２月１６日には，７９年以来最大の
噴火をおこし，約３千人が死亡した。最近では，

１９４４年３月２２日の噴火で，サン・セバスティ
アーノ村が埋没，山麓から火口までの登山電車
（フニコラーレ）も破壊された。
　１６６６年９月１日，ロンドンで大火災（The 
Great Fire of London）が発生，家屋のおよそ
８５％（１万数千戸）が焼失した。ロンドンは，
この大火を契機に，家屋は全て煉瓦造または石
造とすることとし（木造建築禁止令），道路の幅
員についても法律で厳しく規定して，不燃都市
への大改造を行った。当時の世界国家イギリス
の面目躍如たるものがある。
　さて，１７５５年１１月１日，リスボン大地震（推
定 M８.５－９.０）が発生し，津波による死者１万
人を含む約６万人が死亡した。この日は，カト
リックの祭日（諸聖人の日＝万聖節）であり，
リスボン大聖堂，サン・ヴィセンテ・デ・
フォーラ修道院などの大きな教会や修道院が破
壊され，多数の死者を出した。この大地震に
よって，深刻な宗教不信が到来した５１）。神学的
自然観と近代的地球観（コペルニクス，ケプ
ラー，ガリレイ，ニュートンなど）との間に激
しい論争が始まり，やがて「神は，人間に災害
を克服する力を与えた」とする近代的災害観が
普遍化して，「自然を克服し，災害を抑止」する
ための研究と行動が自然科学の発達を促した。
いみじくも，ノエル・F.ブッシュ（１９６２）５２）は，
関東大震災をルポルタージュした『正午二分前
─外国人記者の見た関東大震災』のなかで，リ
スボン大地震は「（西欧の）啓蒙時代の雷鳴とど
ろく夜明け」であったと評している。
　ちなみに，地球環境問題や地球温暖化などの
現代的課題も，自然（地球環境）を人間が制御
しうるという発想に立脚している。人間と自然，
人間と環境とは相互に作用し影響しあうという
考え方を基礎に，持続可能な社会建設のため，
一定の基準を定めて自然の恩恵享受を制限する
という考え方は，多分に，資源・エネルギー問
題やグローバル経済的要素も含んでいる。自然
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の脅威に対して，常に「畏敬，警戒，備え」を
怠らないわが国の生活文化とは，本質的に拠っ
て立つ位置が異なる。

４．　東日本大震災からの復興を問う

４．１　大災害の発生周期

４．１．１　東北地方を襲う津波

　東北地方を襲う津波は，プレート境界に溜
まった歪みを解放するため約４０－５０年周期で繰
り返し発生するプレート境界型地震によるもの
であり，長期的な傾向としては，活動期と静穏
期を繰り返している。
　東日本大震災が発生する前年の２０１０年１月１３
日付けで，仙台市消防局保安安全課は，HP

（http://www.city.sendai.jp/syoubou/bousai/ 
kakuritu/）において「政府の地震調査研究推進
本部の調査によると，宮城県沖地震は１７９３年以
降現在までの２００年間余りに６回発生し，その活
動期間は２６.３年から４２.４年，平均活動期間は３７.１
年となっていることが分かっています。（中略）
前回の宮城県沖地震から計算すると，２６年後は
２００４年（平成１６年），４２年後は２０２０年（平成３２
年），３７年後は２０１５年（平成２７年）となり，既
に最も短い発生間隔の２６.３年は経過しており，
いつ発生してもおかしくない状態になっていま
す」と警告している。もちろん，仙台市のみな
らず，国やマスメディアも，折あるごとに東北
地方での地震と津波発生の切迫性を広報してき
た。すなわち，東日本大震災は「予告されてい
た」のである。たとえ，それが「想定外」の巨
大さであったとしても，甚大な被害を前にして，
先に述べたような阪神淡路大震災以降のわが国
の防災対策（「減災」政策）について，なお不十
分であったかと慙愧に堪えない。
４．１．２　巨大地震と復興

　西谷地晴美（２０１１）は，文部科学省地震調査
研究推進本部の『貞観津波研究の成果』５３）を踏
まえて次のように述べている。

　現段階で示された（巨大）津波の再来間
隔の結論が４５０～８００年であり，共通する最
後の津波イベントが１５００年なのだとすると，
現在は１５００年頃の津波イベントからすでに
５００年以上経過しているので，東日本大震災
はいつ起きても不思議ではない状況だった
ことになる。その意味では，東日本大震災
は，想定外の天災ではなく，予想通りに起
きた災害だったのかもしれない。（中略）今
回のような巨大地震と大津波が再び広範囲
に襲ってくるのは，早くても４５０年後であ
る。４５０年後の防災計画を，現代の科学技
術水準で考えようとするのは，およそ合理
的とは言えないだろう。すでに巨大地震が
来た東北地方の防災と，これから巨大地震
が来る東海・近畿地方の防災を混同しては
いけない。今，被災地に必要なのは，夢の
ような復興計画ではなく，生活を元に戻す
復旧である５４）。

　筆者自身，東北地方における被災地域ごとの
住民による復興への話し合いのなかで，家財が
津波によってことごとく流出したにもかかわら
ず，集落全体での高台移転（いわゆる「避災」）
５５）に乗り気でない住民の一人が「（今回の災害
は）貞観地震（８６９年）以来の千年に一回の規模
だというが，それなら，これから千年は大丈夫
じゃないか」と発言するのを耳にした。もちろ
ん，簡単に，集落を元あった場所（海辺）に戻
す「復旧」を行うと割り切ることには（地球の
変動は，必ずしも災害史に忠実ではないという
意味も含めて）少なからず抵抗を感じるが，す
でに大震災後２年半を経過した東北地方に求め
られる復興には「速やかな」（生活再建）という
形容詞が置き忘れられているのではないかとい
う焦燥感を感じるのは，筆者ひとりではあるま
い。
　「今，そこにある危機」と「今を生きる」こと
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のジレンマの中で揺れるわが国の災害復興のあ
り方について，西谷地の論文は，ひとつの「国
民の覚悟の方向」を指し示している。

４．２　『復興への提言』（東日本大震災復興構想会

議）について

　東日本大震災復興構想会議（議長：五百旗頭
真）は，平成２３（２０１１）年６月２５日，『復興へ
の提言～悲惨のなかの希望～ Towards Recon-
struction “Hope beyond the Disaster”』を発表し
た。その「結び」には，次のように記されてい
る。

　かつて地震学をも研究した寺田寅彦はこ
う言った。関東大震災から１２年たった時の
ことだ。「いつ来るかもわからない津波の心
配よりも，あすの米びつの心配のほうがよ
り現実的である」と。われわれもまたこの
誘惑に負けそうになるかもしれぬ。（中略）
大震災からの復興の槌音が，日本全体の再
生に結びつくことをわれわれは深く願う。
この「提言」は，「悲惨」のなかにある被災
地の人々と心を一つにし，全国民的な連帯
と支えあいのもとで，被災地に「希望」の
あかりをともすことを願って，構想された
ものである。

　一方，柄谷行人は『現代思想』２０１１年５月 

号５６）に次のようなメッセージを寄せている。

　今回の地震がなければ，日本人は「大国」
を目指して空しいあがきをしただろうが，
もうそんなことは考えられないし，考える
べきでもない。地震がもたらしたのは，日
本の破滅ではなく，新生である。おそらく，
人は廃墟の上でしか，新たな道に踏み込む
勇気を得られないのだ。

　『復興への提言』は，大震災から３か月を経て
も衝撃から醒めやらぬ国民の真情であったと思
うが，柄谷メッセージのような「新生」への強
い決意が見当たらないのは，まことに無念であ
る。わが国は，これほどの大きな社会構造変革
のチャンスにおいても，主体的に抜本的な改革
に踏み出すことには大きな躊躇や障壁があるよ
うに思える。わが国の変革は，いつも情緒的で
中庸なもので終わることが多いのだ。この優柔
不断さも，先史以来，大自然の脅威や圧倒的に
強力な異民族の前で，ただ立ち竦まざるを得な
かった（「受容的かつ忍従的」であり続けた）諦
念を基底にした『和（やわらぎ）の思想』に導
かれる国民性なのだろうか。
　また，時間は遡るが，阪神淡路大震災後に，
野田正彰（１９９７）は次のように説いていた５７）。

　日本の社会のあり方は，いつも悲しみを
抑圧し，明るく振る舞うことに脅迫的です。
（中略）悲しみを軸にしたコミュニケー
ション，死者を語り，死者と語り合うこと
の中から，悲しむ人をどう理解していくか
という問題はいつも忘れ去られ，置き去り
にされたまま，時間が過ぎていったと思い
ます。

　東日本大震災の直後から，マスメディアに
よって全国に流布された『がんばろう，日本！』
や『絆』という情緒的な言葉によるスローガン
は，野田が１５年前にいみじくも指摘したイ
シューそのものではなかろうか。阪神淡路大震
災から学んだ貴重な教訓のひとつが，ここでも
わが国の災害文化として根付いていなかったこ
とに忸怩たる思いである。
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５．　おわりに～これからどのような災害観
に生きるべきか

　わが国では，少なくとも大災害は，現在の科
学水準では，如何ともしがたい天命や運命であ
り，不可抗力であるという災害観を認容しなが
らも，それぞれの時代の国民感情として噴出す
る天譴論や世直し期待論，公的責任論等の責任
転嫁論を，それと同列に捉えてしまったため，
実際の防災対策（例えば，公共工事の優先順位
決定や自主防災活動に関する住民の意識高揚政
策等）にとどまらず，マスメディアの災害報道
にいたるまで，「アンバランス」や「ゆらぎ」，
「ためらい」，「躊躇」などの曖昧さが生じてきた
ことは，この機会にはっきりとあらためなけれ
ばならない。
　あわせて，格差や差別（ジェンダー，障害者
やマイノリティ問題など）を抱えたままの社会
が，災害に対しても極めて脆弱であるという事
実が明らかになるなかで，今こそ，防災組織と
しての地域コミュニティのありかたが問われて
いる。そして，地域コミュニティの再構築や自
主防災活動活性化は，従来型の「専門家から非
専門家への知識・技術移転」という発想による
のではなく，『正統的周辺参加理論』５８）に基づく

実践共同体（コトをともになしていく人々の集
まり）として地域住民主体で推進するべき時代
である。まさしく内山　節（２０１１）がいうよう
に「（西欧近代的な）個人の社会にほころびがみ
えはじめたとき，人々は再び関係の結びなおし
や，コミュニティ，共同体の創造について語り
はじめた」５９）のである。
　本稿では，わが国の災害観と防災文化につい
て，図のように再整理を試みた。「減災」対策と
は，「発災前社会」の地域コミュニティや自主
防災活動のありようについて，国民の一人ひと
りが認識を新たにし，物心両面の備えを強化し
ながら，次の災害発生時における被害の最少化
を目指す未来志向の考え方であることを，今一
度，強調しておく。
　おわりに，東日本大震災において被災した
人々の多くは，ふたたび，あの海辺に戻ってい
くかもしれない。伊藤公男（２０１３）は，デモク
ラシーとは「多様な被災者の状況，さまざまな
思い，人と人とのつながりのなかで，どうやっ
て自分たちの「生きる場所」を，個人的かつ共
同的に創り出していけるのかは，自己決定権に
かかわることだ」６０）と喝破する。それに加えて，
これからも人智をはるかに超える「自然の摂理」
によって発生する災害にたいして，危険（dan-
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ger）を承知で「あえて（能動的に）リスク
（risk）をとる」人々の決断を強く押しとどめる
べき論理を構成することは，現在の筆者の力量
を超える。
　しかし，それにもかかわらず，声を大にして
叫んでおきたい。
　「天は，すべての国民に，次に襲いくる大災害
も乗り越えて『ともに生きよ！』と命じている」 

と…。

注

１）　東海から九州沖を震源域とする「南海トラフ巨
大地震」について，中央防災会議の作業部会と内
閣府の検討会が，２０１３年５月２９日，死傷者や浸水
域など被害想定を発表した。それによると，全国
の死者数が最悪となるのは冬の強い風（秒速８
メートル）の深夜に駿河湾から紀伊半島沖の断層
が大きく動くケースであり，この最悪のケースで
は，死者３２万３,０００人，倒壊・焼失建物が２３８万
６,０００棟に上り，１,０１５平方キロが浸水する。

 ２）　防災基本計画　第１編　総則　第１章　本計画
の目的と構成（２０１１.１２.２７に追加）
「災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが，
衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに，
国民一人一人の自覚及び努力を促すことによって，
できるだけその被害を軽減していくことを目指す
べきである」と定められた。

 ３）　災害対策基本法の主な改正点（２０１３.６.２１施行）
・第２条の２（基本理念）の制定。
・第７条（住民等の責務）第３項に「…食品，飲
料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら
災害に備えるための手段を講ずるとともに，防
災訓練その他の自発的な防災活動への参加，過
去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組
により防災に寄与するよう努めなければならな
い」と加えられた。

 ４）　石原安雄は，『季刊防災』６３において「治水の施
設計画で目標とした出水の規模を上回るような大
洪水の時には，（中略）生命財産の損失を最小限に
食い止める方策を予め講じておくことが極めて重
要なことは言うまでもない」として，一定の被害
発生を受容しそのうえで対策を考えようとする発
想を「減災」という言葉で表現している。これが，
わが国における「減災」概念の嚆矢と言われてい
る。

 ５）　広島県では，危機管理監のもとで，２０１２年度よ
り『自主防災組織活性化プロジェクト』が推進さ
れているほか，各市町でも地域防災リーダーが育
成されている。

 ６）　１９４３（昭和１８）年，「市制町村制」法の改正に
よって，町内会・部落会が，完全に軍国主義支配
体制に組み込まれ，それぞれの下部組織として
「隣組」が組織された。
 ７）　筆者は，２０１２年度から広島県『自主防災組織活
性化プロジェクト』のトータルアドバイザーを務
めている。

 ８）　災害対策基本法の基本理念（第２条の２）に
「２．住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防
災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な
防災組織をいう。）その他の地域における多様な主
体が自発的に行う防災活動を促進する」と定めら
れた。

 ９）　『現生人類の起源』Roger Lewin，渡辺　毅（訳）
（１９９９）東京化学同人

１０）　日本歴史民俗博物館 HP　http://www.rekihaku. 
ac.jp/contact/faq_０１.html

１１）　『風土の日本─自然と文化の通態』オギュスタ
ン・ベルク（１９８８）　筑摩書房　p. ４４

１２）　『風土』和辻哲郎（１９７９）　岩波文庫　pp. １７５– 
１７６

１３）　「栖（すみか）」とは，鳥・獣・虫が卵を産み，
あるいは子を育てる所。また，こもりすむ所。仮
屋的なイメージを含有している。

１４）　あらゆる事物や現象に霊魂，精霊が宿ると信じ
る観念・信仰は，ラテン語のアニマ anima（気息，
霊魂）に由来し，アニミズムと呼ばれる。

１５）　「共生」は，生物学の symbiosisの訳語。「異種
の生物の共存様式」を意味し，通常は「２種類の
生物が，利益を交換しあって生活する相利共生」
を指す。「共存」は，二つ以上のものが一緒に生存
したり存在したりすること。「共存共栄」として使
われると「相利共生」と同じ意味になる。筆者は，
自然と人間を「共生」の関係であると考えている。

１６）　弥生時代の大規模な環濠集落（環壕集落）跡と
して，佐賀県の吉野ヶ里丘陵に，約５０ヘクタール
にわたって遺構が残る吉野ヶ里遺跡が有名である。

１７）　「すべての人間文化には，食べ物や希少な物品を
共有したり（場合によっては）交換したりするた
めの規則と規範がある。交換のプロセスで，なん
らかのモノに貨幣としての文化的な地位が与えら
れることがある。この地位により，そのモノは文
化的な後ろ盾のある役割をもつようになる。また，
規則と規範により，首長や大統領といった集団の
リーダーがつくられたりもする。こうしたリー
ダーには，集団のために意志決定をしたり，さら
には新たに規則をつくったりする特別な権利と義
務がある」Michael Tomasello（２００９）『我々が協
調する理由は（Why We Cooperate）』http://d. 
hatena.ne.jp/optical_frog/２０１１０８３１/

１８）　荘園制の崩壊によって寺院の社会基盤が変化し，
江戸時代の宗教政策として設けられた寺請制度が
檀家制度の始まりである。

１９）　和御魂（にきみたま）とは，「平和・静穏などの
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作用をする霊魂・神霊」（大辞林）荒御魂（あらみ
たま）と一対をなす。

２０） manaism: メラネシアの先住民たちの間で信じら
れている「何か超自然的で非人格的な力であり，
人間生活の吉凶禍福を支配する」力のことで，こ
のマナ的な力の前で「驚きや怖れや不思議の感や
畏怖の情にうたれて，自分の行為をとくに慎み，
おそれかしこんで」日々の生活を送ろうとする信
仰。未開宗教の形態。１８９１年に英国の人類学者コ
ドリントンが創唱した。

２１）　西川　治（２００２）『日本観と自然環境─風土ロ
ジーへの道─』p. ２３９　暁印書館

２２）　「天命」は大きく分けて２つの意味で用いられて
いる。ひとつは「天から与えられた使命」という
意味で，これは「天あるいは天帝の命令」という
ことである。もうひとつは，人間の力では如何と
もできない「運命」や「宿命」を意味し，天から
与えられた宿命ないしは寿命を意味する。ここで
は，後者を意味する。日原利国（１９８８）『世界大百
科事典』第２版

２３）　仲田（１９８２）は，運命論に二種類あるという。
積極的運命論は「人間が幸福になるためには，自
分の運命は自分で切り開いていくべきだ」，消極的
運命論は「人間が幸福になるためには，定められ
た運命に従っていくべきだ」という考え方である。
本稿では，消極的運命論を，運命論と呼ぶことに
する。仲田　誠『災害と日本人』，「年報社会心理
学」（日本社会心理学会），第２３号，pp. １７１–１８６

２４）　不可抗力とは「天災地変など人間の力ではどう
にもさからうことのできない力や事態」をいう。
また，契約においては「戦争・地震・法令の改廃
制定など，契約を結ぶ当事者ではどうにもコント
ロールできない事象」のことで，契約書では，不
可抗力条項（Force Majeure Clause，不可抗力発
生時，契約の不履行や遅延を免責とする条項）と
して定められる。

２５）　中国では新の時代（８～２３年）に『懺緯（せん
い）思想』といわれる予言思想が発展した。天変
地異は，時の為政者の不徳（悪政）のせいである
という思想である。わが国の原初的『天譴論』も，
権力者や為政者への責任転嫁の発想であった。

２６）　董仲舒は，荀子の分離した天・人をふたたび結
びつけ，天人相関説（政治のよしあしに対して天
が感応して禍福をくだすとする説）を唱えた。歴
代の儒教は，この天人相関説を皇帝教育に取り入
れて，権力の無制限な行使に制肘を加えた。『世界
大百科事典』第２版

２７）　江戸幕府では，財政赤字削減と経済成長のため
にあらゆる改革が行われた。三大改革として，享
保の改革（１７１６～１７４５），寛政の改革（１７８７～
１７９３），天保の改革（１８３０～１８４３）が挙げられる。

２８）『喪の作業』とは，フロイトに由来し，災害等に
よって失われた対象（対象喪失）を断念し，「悲
哀」を乗り越え，新しい生活のありようを模索し

ていくプロセスをいう。
２９）『日本文明とは何か─パクス・ヤポニカの可能
性』山折哲雄（２００４）角川書店　p. ２３３

３０）　仏教における末法思想とは「正しい法が隠れ行
われなくなること」であり，いわゆる「終末論」
とは異なることに留意しておくべきである。

３１）『吾妻鏡』または『東鑑』は，鎌倉時代の歴史
書。鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から第６代将
軍・宗尊親王まで６代の将軍記。１１８０年（治承４
年）から１２６６年（文永３年）までの幕府の事績を
編年体で記してある。そのなかに鎌倉での地震の
記述が多数存在する。

３２）　社会が政治的，経済的に，また災害の多発に
よって人々が困窮に苦しむ時代，その困窮の原因
や帰趨を，神や絶対者による審判であるとして
「この世の終わり」であるとし，未来での救済を求
めようとする思想である。

３３）『縁起直し』すなわち，世の中の悪い状態を直す
ことを意味する語として，また地震，雷などを除
ける呪（まじな）いの言葉として，１７世紀末ごろ
から都市民の間で使われた。（『世界大百科事典』
第２版）なお，文教三条地震（１８２８）をきっかけ
に，盲目の女性芸人，瞽女による「地震口説き」
が語られた。

３４）　江戸時代から昭和の初めまで，全国を回って，
三味線や胡弓を弾き唄い，門付巡業を主として生
業とした女性の盲人芸能者をいう。

３５）　科学的なメカニズムや根拠，妥当性についての
検証，証明は行われていない。これらの現象は地
震の発生とは関係なく発生しうるということ，地
震による精神的なショックによる事実ではない認
識やデマといったものも含まれていることも考え
うる。

３６）　承久２年（１２２０年）頃成立した天台宗僧侶の慈
円著による鎌倉時代の日記。

３７）　『今こそ知っておきたい「災害の日本史」』岳真
也（２０１３）PHP文庫　pp. １７９–１８０

３８）　鯰絵は，大鯰が地下で活動することによって地
震が発生するという民間信仰に基づいており，安
政の大地震（１８５５年）の後，江戸を中心に大量に
出版された。

３９）　『鯰絵～震災と日本文化』宮田　登・高田　衛監
修（１９９５）里文出版　p. ３３

４０）　『天災と日本人』「日本人の自然観」寺田寅彦随
筆選（２０１１）角川学芸出版　p. １２２

４１）　『明治の群像　海に火輪を』は，明治時代にこの
国を運命づけていった人々の波乱に満ちた生涯を
史実に基づいて再構成した NHKのドキュメンタ
リードラマ（１９７６）のタイトルである。（原作・江
藤　淳）そこから，引用した。

４２）　『大地動乱の時代─地震学者は警告する─』石橋
克彦（１９９４）　岩波新書　p. ７９

４３）　『天災と日本人』「天災と国防」寺田寅彦随筆選
（２０１１）角川学芸出版　p. ２１
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４４）　第二次世界大戦中の主な災害（国家機密として，
ほとんど報道されなかった）
鳥取地震：１９４３年９月１０日に発生したＭ７.２の地
震。死者１,０８３人。
昭和東南海地震：１９４４年１２月７日に発生した M７.９
の地震。死者・行方不明者１,２２３人。
三河地震：１９４５年１月１３日に発生した M６.８の地
震。死者１,１８０人。

４５）　中央防災会議（２０１０）『１９４７カスリーン台風報告
書』災害教訓の継承に関する専門調查会
カスリーン台風を教訓として，経済安定本部は水
害による大都市への被害を防ぐことを目的に本格
的な治水事業に乗り出すことになる。

４６）　中央防災会議『１９４７カスリーン台風報告書』災
害教訓の継承に関する専門調查会　p. １７１

４７）　近代社会システムとしての役割分担論に依拠し
た責任転嫁論（公的責任論）である。このような
風潮は，公的機関にとって必ずしも一概に否定す
るべきものではない。なぜなら公権力は，国民の
信頼に依拠するからである。

４８）『災害社会学入門』浦野正樹（２００７）pp. ２５–２６　
秋元律郎編「現代のエスプリ１８１号　都市と災害」
至文堂の記述による整理を参考にした。

４９）　知恵蔵２０１３（細谷正宏同志社大学大学院アメリ
カ研究科教授）

５０）　『これからの防災・減災がわかる本』河田惠昭
（２００８）岩波ジュニア新書　pp. １１１–１１２

５１）　当時の哲学者や思想家であるカント，ルソー，
モンテーニュたちは，この大震災を体験して大き
な衝撃を受けた。ヴォルテールは『カンディード，
或いは楽天主義説』を著し，「リスボンの災禍に関
する詩」を発表した。

５２）　ノエル・F.ブッシュは，ニューヨーク生まれ。
編集者，記者，執筆者。１９５２年から５４年まで日本
に滞在し，アジア財団の一員としてアジア太平洋
地域の発展に貢献した。

５３）　文部科学省地震調査研究推進本部『宮城県沖地
震における重点的調査観測平成１７－２１年度統括成
果報告書』

５４）　「災害史と現代」西谷地晴美（２０１１）（特集：「想
定外」と日本の統治─ヒロシマからフクシマへ─）
史創 No. １

５５）　「避災」とは，危ないところに住まない
（allocation），近づかない，危ない施設はつくらな
いという発想である。「減災」による「被害の緩
和・減少」とは，次元が異なる。

５６）『現代思想』２０１１年５月号（第３９巻７号）
５７）『生者と死者のほとり─阪神大震災・記憶のため
の試み』「悲しむ力─災害，人間の復興は何か」笠
原芳光・季村敏大（１９９７）人文書院

５８）　矢守克也（２０１３）『巨大災害のリスク・コミュニ
ケーション～災害情報のあたらしいかたち』ミネ
ルヴァ書房 pp. ５０～５１に引用（レイブ． J., &ウエ
ンガー，E, 佐伯　胖（訳）（１９９３）『状況に埋め込

まれた学習─正統的周辺参加』産業図書）
５９）　内山　節（２０１１）『文明の災禍』新潮文庫　p. 
１５９

６０）　伊藤公男（２０１３）「震災復興・デモクラシー・
ジェンダー」『学術の動向』２０１３－１０第１８巻第１０
号「自分たちのことは自分たちで決める」という
ことを，自己決定権の保証と論じている。
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